
１　総括
（１）人件費の状況（普通会計（一般会計、松診・四万診会計）決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
　　　２　職員数は、平成２２年４月１日現在の人数である。

（３）特記事項
　　　　特になし

（４）ラスパイレス指数の状況（平成２２年４月１日）

（注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給
　　　　与水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単
　　　　純平均したものである。

（５）給与改定状況
　　①月例給

(
　（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラ
　　　　スパイレス比較した平均給与月額である。
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　　②特別給

　（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務
　　　　員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

２　一般行政職給料表の状況（平成２２年４月１日現在）
（単位：円）

　（注）１　給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２２年４月１日現在）
　　①一般行政職

　（注）１　「平均給料月額」とは、平成２２年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本
　　　　　　給の平均である。
　　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当
　　　　　　時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与
　　　　　　実態調査において明らかにされているものである。
　　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤
　　　　　　務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員
　　　　　　と同じベースで再計算したものである。

（２）職員の初任給の状況（平成２２年４月１日現在）

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２２年４月１日現在）
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４　一般行政職の級別職員数等の状況
（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成２２年４月１日現在）

　　（注）１梼原町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　　　　　２標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

　（注）平成１８年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級
　　　　及び５級をそれぞれ統合）

（２）昇給への勤務成績の反映状況
　　　一般的に、１２か月を良好な成績で勤務したときは、４号給（５５歳以上の者２号給）上
　　位の号給に昇給させることができます。（平成２２年３月末までは１号抑制として３号給。
　　５５歳以上の者は１号給）勤務成績が特に良好な場合等は、さらに昇給させることができ、
　　その状況は、次表のとおりです。
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32 人

2 人

％2.94

6.4
職員数 構成比

％
５級
４級

標準的な職務の内容

12.8
課長、参事、センター長、室長、事務長、会計管理者
課長、参事、センター長、室長、事務長、会計管理者

３級 15

％
14.9 ％
31.9 ％

人
所長、係長、主幹、主任

7事務長、所長、園長、主監、技監、係長、主任

人
人

3
6

人
11
5
人
人

23.4 ％
10.6 ％

区　　分

比　　率
(Ｂ)／(Ａ)

職　員　数　　　　　　(Ａ)

3年度

６級

合　　計

102 人

22
勤務成績が特に良好であり４
号級以上の昇給した職員(Ｂ)

人

２級
１級

主事、技師、保育士、教諭、看護師、保健師、社会福祉士
主事補、技師補、主事、技師、保育士、教諭、看護師、保健師、社会福祉士

区　分

10.6 
2.9 

23.2 

23.4 

15.9 

31.9 15.9 

7.2 

14.9 
23.2 

12.8  

7.2  

6.4  4.3  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

㍻22年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 

８級 

７級 

６級 

５級 

４級 

３級 

２級 

１級 



５　職員手当の状況
（１）　期末・勤勉手当

1人あたり平均支給額(22年度) 1人あたり平均支給額(22年度)
円 円

( 年度支給割合) ( 年度支給割合) ( 年度支給割合)
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分
( ) 月分 ( ) 月分 ( ) 月分 ( ) 月分 ( ) 月分 ( ) 月分

　　（注）　（　）内は、再任用に係る支給割合である。

　【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）
　　　勤務実績に応じ、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５段階評価とし勤勉手当支給割合に差をつけてい
　　る。その状況は、次表のとおりです。

＋2.00 ＋1.00 +-0.00 －1.00 －2.00

（２）退職手当（平成２２年４月１日現在）
　　　退職手当は、職員が退職する場合に、勤務した年数及び退職の理由に応じて支給され、梼
　　原町は高知県市町村総合事務組合に加入し、退職者には当該組合から支給されています。

(支給率) 自己都合 勧奨・定年 (支給率) 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分
勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分
勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分
最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分
その他の加算措置　　有 その他の加算措置　　有
１人当たり平均支給額

千円 千円
　　（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給され
　　　　　た平均額である。

（３）地域手当
　　　手当支給地域に該当しておらず支給なし。

（４）特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）
　　　普通会計職員について特殊勤務手当の支給なし。

（５）時間外勤務手当（一般会計）

2.60
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（６）その他の手当（平成２２年４月１日現在）

配　　 偶 　　者： 円

その他の扶養親族： 円

（ただし、扶養親族でない配偶者を有する場合の１人目： 円）
特　定　扶　養　： 円加算

借　家：基礎控除額 円

　　　　最高支給限度額 円

交通機関利用者：最高支給限度額 円

交通用具使用者：通勤距離に応じ 円～ 円

管理又は監督の地位にある

課長職： 円(６級　課長､室長､ｾﾝﾀｰ長､病院長､事務長)

課長職： 円(５級　課長､室長､ｾﾝﾀｰ長､病院長､事務長)

支給実績

円
円
円
円

６　特別職の報酬等の状況（平成２２年４月１日現在）
　　　町長などの特別職の給料、報酬等は「梼原町特別職報酬審議会」の意見を聴き、一般職と
　　は別に条例で定めることになっています。

（22年度支給割合）
月分

（22年度支給割合）
月分

（算定方式） （支給時期）

副議長

　　給料×５００／１００×在職年数
　　給料×３００／１００×在職年数

同

39,145

 退職時（任期毎）
 退職時（任期毎）

議　員

給
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報
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期
末
手
当

町　長
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副議長
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円
円
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円

（参考）類似団体における最高／最低額(H22.4.1)

円／ 円1,010,000 327,500
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円
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７　職員数の状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由 各年４月１日現在

[ ] [ ] [ ]
　　（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　　　２　［　］内は、条例定数の合計である。

（２）年齢別職員構成の状況（平成２２年４月１日現在）
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（３）職員数の推移
（単位：人・％）

　（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

９　職員の勤務時間その他の勤務状況

10　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況（延べ回数） （平成２２年度中）

（２）懲戒処分の状況（延べ回数） （平成２２年度中）

過去５年間の
増減数　(率)

条 例 で 定 め る 事 由 に よ る 場 合
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年22
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（ ％）-0.11

（ -0.22 ％）

（ -0.16
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％）
103
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地公法第28条第1項第4号

戒告

17:30

休憩時間
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3

１週間の正規
の 勤 務 時 間

１日の正規の
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1:00 －
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降任 免職 休職 合計

3

職 に 必 要 な 適 格 性 を 欠 く 場 合 地公法第28条第1項第3号 0

心 身 の 故 障 の 場 合

地公法第28条第2項第2号

0

0

0

合　　　　　　計 0 0 3 0 3
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法 令 に 違 反 し た 場 合 地公法第29条第1項第1号 0 5
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40.0 8.0 8:30

地公法第28条第1項第2号
           第2項第1号



11　職員の服務の状況（一般職）

　　職員の年次有給休暇の取得状況（平成２２年１月１日～平成２２年１２月３１日）

12　職員の研修及び勤務成績の評定状況

（１）職員の研修状況（平成２２年度中）

　　　ア　階層別研修（こうち人づくり広域連合主催）
　　　　・　基礎研修（一般）
　　　　　　　受講者：　３名
　　　　・　基礎研修（管理職）
　　　　　　　受講者：　２名
　　　　・　採用１０年目研修
　　　　　　　受講者：　１名
　　　　・　係長研修
　　　　　　　受講者：　１名
　　　イ　能力向上研修
　　　　・　人事・研修担当者研修
　　　　　　　受講者：　１名
　　　　・　職場内講師養成研修（公務員倫理）
　　　　　　　受講者：　１名
　　　ウ　その他研修
　　　　・　経営品質
　　　　　　　課長職対象

（２）勤務成績の評定状況
　　　ア　定期昇給に伴う勤務成績の評定（平成２２年度定期昇給）

　　　イ　勤勉手当（平成２２年６月、１２月）

　　　ウ　条件付き採用職員

13　職員の福祉及び利益の保護について
　　　　特になし

良　　好 93
特に良好 4

６月（人）

平均取得日数 消化率

1,807 日 518 日 46 人 11.3 日 28.7 ％

総付与日数 総取得日数 職員数

備　　考人数（人）

90
9

特に良好
良　　好

3

不　　良

不　　良 5

不　　良 －
良　　好 －

備　　考

人数（人）

12月（人）
3

91
8

備　　考


